
主査参事官

／
L/

第
○
○
条
検
察
庁
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

〔
中
略
】

次
の
一
項

め
、
同
条
第
二
項
中
「
且
つ
」
を
「
か
つ
」
に
改
め
る
。

め
、
同
条
第
二
項
中
「
且
つ
」
を
「
か
つ
」
に
改
め
る
。

（
検
察
庁
法
の
一
部
改
正
）

第
二
十
二
条
中
「
検
事
総
長
」
を
「
検
察
官
」
に
改
め
、
「
、
そ
の
他
の
検
察
官
は
年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
時
に
」

、
次
長
検
事
又
は
検
事
長
に
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
二
十
条
中
「
外
、
左
の
各
号
の
一
」
を
「
ほ
か
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
」
に
改
め
、
「
こ
れ
を
」
を
削
り
、
同
条
に

第
十
条
第
一
項
中
「
検
事
を
以
て
こ
れ
に
」
を
「
検
事
（
年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
者
を
除
く
。
）
を
も
っ
て
」
に
改

第
九
条
第
一
項
中
「
検
事
を
以
て
こ
れ
に
」
を
「
検
事
（
年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
者
を
除
く
。
）
を
も
っ
て
」
に
改

、〃

HIj

項
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
仮
称
）

よ
り
検
察
官
に
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
の
ほ
か
、
年
齢
が
六
十
一
一
一
年
に
達
し
た
者
は

〕

柵
参
事
官
池
田
事
務
官
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〆
へ
「

〆
ｊ
ｔ
〃
‐
１

一
〆
）

＝F "

』

／

！
‐
恥
胤
Ｌ
任
命
さ
れ

第
三
十
二
条：

を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

Ｉ
にと

も
に
、
同
日
以
後
に
お
け
る
勤
務
の
意
思
を
把
握
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

度
の
前
年
度
に
お
い
て
、
当
該
検
察
官
に
対
し
、
法
務
大
臣
が
定
め
る
準
則
に
従
っ
て
、
当
該
検
察
官
が
年
齢
六
十
三
年

Ｉ
Ｊ
Ｏ
龍
岫
恥
ｒ
会
上
Ｉ
Ⅱ
０
Ｋ
ｒ
，

用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
検
察
官
は
、
年
齢
が
六
十
五
年
」
と
あ
る
の
は
、
「
検
事
総
長
は
、
年
齢
が
六
十
五
年
に
達

し
た
時
に
、
そ
の
他
の
検
察
官
は
、
年
齢
が
六
十
四
年
」
と
す
る
。

第
三
十
四
条
及
び
第
三
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

1

1

次
長
検
事
及
び
検
事
長
は
、
年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
と
き
は
、
年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
日
の
翌
日
に
、
検
事

務
大
臣
は
、
当
分
の
間
、
検
察
官
（
検
事
総
長
を
除
く
。
）
が
年
齢
六
士
一
一
年
に
達
す
る
日
の
属
す
る
年

和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
問
に
お
け
る
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適

〆I

Ｊ
Ｉ
Ｉ
Ｌ

さ
れ
る
任
用
、
給
与
及
び
退
職
手
当
に
関
す
る
規
定
に
係
る
情
報
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
と

に
改
め
る
。 び
」
を
「
か
ら
第
一
干
条
ま
で
、
」
に
、
「
乃
至
第
一
干
五
条
」
を
「
か
ら
第

一

／
『

(

Ｉ へ

１

〆

〆

、

（

。 2 ‐



〆
，
Ｉ
Ｊ
ｊ

Ｊ

第
○
○
条
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

刈
溌
鰕
織
城
跡
城
鰯
騒
鴨
？
Ｉ
厩
〃
奮
翼
心
腱
夕
男
を
憂
え
ノ

ア

２
検
察
庁
法
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
検
事
に
任
命
さ
れ
た
者
に
は
、
当
分
の
間
、
特
定
日
以
後
、
そ
の
者
の

（
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

捧
誓
琴
手
式
鰯
憲
穆

第
三
十
七
条
か
ら
第
四

、
, 未

満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
）
と
す
る
。

受
け
る
俸
給
月
額
の
ほ
か
、
そ
の
者
の
年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
日
に
そ
の
者
が
受
け
て
い
た
俸
給
月
額
に
百
分
の
七

十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
五
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円
未
満

の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
五
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円

いの
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
）
と
特
定
日
に
そ
の
者
の
受
け
る
俸
給
月
額
と

2

J

て
「
特
定
日
」
と
い
う
。
）
以
後
、
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
者
が
受
け
る
号
に
応
じ
た
俸
給
月
額
に
百
分

十
一 寵

『
雑
』
挙
鋸
拳
瞬
需
淋
牌
哺
帥
碓
吟
味
Ｉ

I

且
額
＆
そ
の
者
の
年
齢
が
六
士
一
一
年
に
達
し
た
日
の
翌
日
疾
項
に
ぉ

Ｌ

一

I

＆ I
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第
二
条
第
Ａ
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
家
公
務
員
法
（
以
下
「
新
国
家
公
務
員
法
」
と
い
う
。
）
第
六
十
条
の
二
、
第

○
第
○
○
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
検
察
庁
法
（
以
下
「
新
検
察
庁
法
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
一
項
、
第
十
条
第
一
項

の
差
額
に蕊

紗
灘
ゞ

【
中

附
則
慰
籔
灸
貨
簿
＃
励
磯
織
罫
厚
参
７
‐
毒
ず
急
移
鯵
鯵
欝
参
蓉
勇
＃
ｊ

【
中
略
】

大
臣
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
権
限
に
応
じ
、
任
命
権
者
の
行
う
準
備
に
関
し
必
要
な
連
絡
、
調
整
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
も
の

十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
任
命
権
者
及
び
法
律
で
別
に
定
め
ら
れ
た
任
命
権
者
並
び
に
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
を
い
う
。

八
十
一
条
の
二
か
ら
第
八
十
一
条
の
七
ま
で
の
規
定
の
円
滑
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
、
任
命
権
者
（
国
家
公
務
員
法
第
五

、
第
二
十
条
第
二
項
及
び
第
二
十
二
条
の
規
定
の
円
滑
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
、
法
務
大
臣
は
、
長
期
的
な
人
事
管
理
の

と
す
る
。

以
下
同
じ
。
）
は
、
長
期
的
な
人
事
管
理
の
計
画
的
推
進
そ
の
他
必
要
な
準
備
を
行
う
も
の
と
し
、
人
事
院
及
び
内
閣
総
理

計
画
的
推
進
そ
の
他
必
要
な
準
備
を
行
う
も
の
と
し
、
人
事
院
及
び
内
閣
総
理
大
臣
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
権
限
に
応
じ
、
法
務

す
る
。

ｋ

嗣
瞥
割
：
鯨
蝋
諺
薑
藍
舞
蔭
ｉ
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第
Ａ
Ｂ
Ｃ
１
１
条
政
府
は
、

2

新
裁
判
所
職
員
臨
時
措
置
法
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

大
臣
の
行
う
準
備
に
関
し
必
要
な
連
絡
、
調
整
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

年
齢
又
は
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
関
連
す
る
制
度
（
年
齢
が
六

定
年

制
度
を
含
む
。
）

況
そ
の
他
の
事
情
並
び
に
人
事
院
に
お
け
る
検
討
の
状
況
に
鑑
み
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は

｝
よ
差
え
、

政
府
は
、

の
一
別所

要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る

後
で
連
続
的
な
も
の
と
な
る
よ

で
き
る
だ
け
速
や
か
に
、
国
家
公
務
員
の
給
与
水
準
が
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
律
に
規
定
す
る

に
つ
い
て
検
討
を
行

国
家
公
務
員
の
年
齢
別
構
成
及
び
人
事
管
理
の
状
況
、
民
間
に
お
け
る
高
年
齢
者
の
雇
用
の
状

い
、

ア
ハ
，
ダ
、

そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

0

国
家
公
務
員
の
給
与
制
度
に
つ
い
て

又
は
新
自
衛
隊
法
に
規
定
す
る
管
理
監
督
職
勤
務
上
限

十
三
年
に
達
し
た
検
察
官
の
任
用
に
関
連
す
る

、

人
事
院
に
お
け
る
検
討
の
状
況
を
踏

、

新
国
家
公
務
員
法
へ
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